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東
京
都
足
立
区
與
野
町
の
大
谷
氏
は
、
元
紙
す
き
業
を
経
営
し
て
い
た
が
、
今
夏
か
ら
廃
業
し
て
職
業
安
定
所
に
働
い
て

い
る
。
十
一
月
五
日
足
立
税
務
署
の
徴
税
係
土
谷
某
が
昭
和
二
十
四
年
度
所
得
税
六
、
〇
〇
〇
円
の
徴
收
に
き
て
脅
迫
的
行

為
に
出
た
。
大
谷
氏
は
、
配
給
物
を
買
う
た
め
に
借
り
て
き
た
金
一
、
五
〇
〇
円
を
渡
し
た
が
、
土
谷
某
は
自
転
車
を
差
し

押
え
た
上
、
領
收
書
も
置
か
ず
に
帰
つ
た
。
そ
の
後
大
谷
氏
の
妻
が
帰
宅
し
て
、
近
所
の
人
と
税
務
署
に
か
け
あ
い
に
行
き
、

双
方
同
意
の
上
金
を
返
却
し
て
も
ら
つ
た
。
こ
の
あ
と
、
土
谷
某
は
大
谷
氏
を
公
務
執
行
妨
害
で
告
訴
し
た
。
土
谷
某
の
職

権
濫
用
は
明
白
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。
又
こ
れ
に
対
し
い
か
な
る
処
置
が
取
ら
れ
る
か
。 

右
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